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お知らせ

児
童
生
徒
等
と
高
齢
者
の
自
転
車
乗
車
時

に
お
け
る
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
を
促
進
し
、

交
通
事
故
の
被
害
軽
減
を
図
る
た
め
、自
転

車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
用
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

▼
申
請
期
間
／
4
月
1
日(

金)

〜
令
和
5
年

2
月
28
日(

火)

▼
対
象
者
要
件
／
市
内
に
住
所
を
有
し
、令

和
5
年
3
月
31
日
時
点
で
、次
の
要
件
を
満

た
す
方

①
7
歳
〜
18
歳
の
児
童
生
徒
等（
保
護
者
の

申
請
可
）

②
65
歳
以
上
の
高
齢
者

※

お
1
人
様
に
つ
き
1
個・1
回
限
り

※

過
去
に
同
種
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た

方
は
対
象
外

▼
補
助
対
象
と
な
る
ヘ
ル
メ
ッ
ト
／
令
和
4

年
4
月
1
日
以
降
に
購
入
し
た
安
全
基
準
に

適
合
し
て
い
る
安
全
認
証
マ
ー
ク
が
つ
い
て

い
る
新
品
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト

▼
補
助
金
額
／
上
限
2
千
円

▼
申
請
方
法
／
自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

購
入
後
に
、申
請
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、領
収
書
な
ど
を
添
え
て
危
機
管
理
課
ま

た
は
各
支
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

市
民
課
で
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運

転
免
許
証
を
利
用
し
た
各
種
証
明
書
等
の
申

請
書
作
成
支
援
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
ま
し
た
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ
と
で
、住

所
・
氏
名
な
ど
が
申
請
書
に
自
動
で
印
字
さ

れ
、記
入
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※

ご
利
用
の
際
に
は
暗
証
番
号
な
ど
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

ご
遺
族
の
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
で
き
る

よ
う
、ご
家
族
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
の
手
続

き
や
必
要
な
も
の
を
ま
と
め
た「
お
く
や
み

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」を
作
成
し
ま
し
た
。

死
亡
届
が
提
出
さ
れ
た
際
に
お
渡
し
し
ま

す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▼
供
用
開
始
区
域
／

【
佐
屋
地
区
】

・落
合
町
下
通
の
一
部

・大
井
町
同
所
の
一
部

・大
野
町
未
、山
の
各
一
部

・鰯
江
町
郷
東
の
一
部

・佐
屋
町
新
田
、堤
西
、亥
新
田
の
各
一
部

・西
保
町
西
川
原
の
一
部

【
佐
織
地
区
】

・
根
高
町
本
郷
、川
田
、古
堤
己
新
田
、郷
前
の

各
一
部

・見
越
町
古
堤
起
、川
田
、高
畑
の
各
一
部

・
町
方
町
南
堤
外
、大
杁
先
、案
山
子
、石
塚
の

各
一
部

▼
供
用
開
始
後
の
注
意
事
項
／
供
用
開
始
後

の
区
域
内
で
は
、家
庭
や
事
業
所
な
ど
か
ら

出
る
排
水
を
下
水
道
管
に
流
す
た
め
の
、「
排

水
設
備
」の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

く
み
取
り
便
所
を
使
用
さ
れ
て
い
る
方

は
、供
用
開
始
日（
4
月
1
日
）か
ら
3
年
以

内
に
水
洗
便
所
に
改
造
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。す
で
に
水
洗
便
所
を
使
用
さ
れ
て
い

る
方
は
速
や
か
な
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
受
益
者
申
告
書
の
提
出
は
お
早
め
に
】

供
用
開
始
区
域
内
に
土
地
を
お
持
ち
の
方

へ
送
付
し
ま
し
た
受
益
者
申
告
書
の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。受
益
者
と
対
象
と
な
る
土

地
の
把
握
に
正
確
を
期
す
る
た
め
必
ず
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限
／
4
月
末
日

【
宅
内
排
水
設
備
工
事
の
お
願
い
】

公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
の
供

用
が
開
始
さ
れ
た
区
域
で
、ま
だ
接
続
工
事

が
お
済
み
で
な
い
方
は
、1
日
も
早
い
切
替

え
を
お
願
い
し
ま
す
。

令
和
4
年
4
月
1
日
以
降
に
用
途
を
変
更

し
た
土
地
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
改
正
の
概
要
】

平
成
28
年
の
条
例
施
行
以
来
対
象
と
な
っ

て
き
た
開
発
行
為
な
ど
に
加
え
、次
の
行
為
を

す
る
場
合
は
、事
業
用
地
の
大
き
さ
に
関
係
な

く
地
域
住
民
な
ど
へ
の
周
知
お
よ
び
意
見
聴

取
や
、市
が
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
を
市
に
申
し
出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
自
動
車
等（
廃
自
動
車
を
含
む
）の
処
理
お

よ
び
保
管

・再
生
資
源
物
の
処
理
、集
積
ま
た
は
貯
蔵

・
他
の
場
所
へ
の
搬
出
を
目
的
と
す
る
土
砂

等
の
一
時
的
な
堆
積

・資
材
置
場

※

変
更
内
容
に
つ
い
て
は
、広
報
あ
い
さ
い

3
月
号
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
期
間
中
は
、周
辺

道
路
が
混
雑
し
、空
港
の
駐
車
場
が
満
車
に

な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。空
港
へ
は
、公
共

交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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皆
様
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
募
金
は
、

公
共
施
設
の
緑
化
や
学
校
の
花
育
活
動
な
ど

の
緑
化
事
業
の
た
め
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

▼
期
間
／
4
月
1
日（
金
）〜
5
月
31
日（
火
）

▼
募
金
箱
設
置
場
所
／
市
役
所
・
各
支
所
・
文

化
会
館・佐
織
公
民
館・消
防
署
な
ど

▼
介
護
保
険
料
の
仮
徴
収
／
介
護
保
険
料
は

前
年
所
得（
令
和
3
年
中
）を
も
と
に
計
算

す
る
た
め
、令
和
4
年
度
の
保
険
料
額
は
前

年
所
得
が
確
定
す
る
6
月
以
降
で
な
け
れ
ば

決
ま
り
ま
せ
ん
。こ
の
た
め
前
年
度
か
ら
継

続
し
て
保
険
料
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
方
に
つ

い
て
、仮
徴
収
を
行
い
ま
す
。

【
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
天
引
き
）の
方
】

　
2
月
に
特
別
徴
収
さ
れ
た
保
険
料
と
同
額

が
4
、6
、8
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

【
普
通
徴
収（
納
付
書
、口
座
振
替
）の
方
】

　
前
年
度
を
も
と
に
、第
1
期（
4
月
）・第
2

期（
6
月
）を
暫
定
賦
課
し
ま
す
。納
入
通
知

書（
納
付
書
）は
4
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

▼
令
和
4
年
度
の
確
定
し
た
保
険
料
額（
年

額
）に
つ
い
て
／
確
定
し
た
年
間
保
険
料
額

（
年
額
）か
ら
仮
徴
収
賦
課
分
を
差
し
引
い
た

残
額
を
、以
降
の
納
期
に
振
り
分
け
ま
す
。決

定
通
知
書
は
7
月
中
旬
に
送
付
予
定
で
す
。

▼
内
容
／
出
産
予
定
日（
ま
た
は
出
産
日
）が

属
す
る
月
の
前
月
か
ら
4
か
月
間
の
国
民
年

金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。な
お
、多
胎
妊

娠
の
場
合
は
、出
産
予
定
日（
ま
た
は
出
産

日
）が
属
す
る
月
の
3
か
月
前
か
ら
6
か
月

間
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

届
出
を
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、免
除
さ
れ

た
期
間
も
保
険
料
を
納
付
し
た
も
の
と
し
て

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ
ま

す
。届

出
を
行
う
期
間
に
つ
い
て
、す
で
に
免

除
・
納
付
猶
予
、学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ

て
い
る
場
合
で
も
、届
出
が
可
能
で
す
。

▼
対
象
者
／「
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
」

で
出
産
日
が
平
成
31
年
2
月
1
日
以
降
の
方

※

任
意
加
入
を
さ
れ
て
い
る
方
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。

▼
申
請
時
期
／
出
産
予
定
日
の
6
か
月
前
か

ら
届
出
可
能
で
す
。な
お
、出
産
後
も
可
能
で

す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
／

・
出
産
前
に
届
出
を
す
る
場
合
：
母
子
健
康
手

帳
等（
出
産
予
定
日
が
分
か
る
も
の
）

・
出
産
後
に
届
出
を
す
る
場
合
：
出
産
日
は
市

役
所
で
確
認
で
き
る
た
め
原
則
不
要

・
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

※

あ
れ
ば
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
先
／
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所

お知らせ

国民年金保険料学生納付特例制度
～保険料の納付が困難な学生の方へ、納付が猶予される制度があります～

　保険年金課　☎（55）7119
◎学生以外の方で、収入の減少や失業などにより納付が困難な方については、「保険料免除・納付猶予制度」があります。

▼対象になる方は？
大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、特
別支援学校、専修学校、各種学校※、一部の海外大学の
日本分校に在籍する20歳以上の学生で、ご本人の前年
の所得が下記の基準以下の方です。
【所得基準】
128万円（令和2年度以前を申請する場合は、118万円）
＋扶養親族等の数×38万円 ＋社会保険料控除等
なお、前年の所得が基準を超えている場合でも、退職（失
業）した方は、退職（失業）したことを確認できる書類があ
れば申請できます。
※学校教育法で規定されている修業年限が 1年以上の課
程のある学校
▼承認される期間は？
4 月～翌年 3月　※年度ごとに申請が必要です。
▼学生納付特例が認められると？
・学生納付特例期間は、将来受け取る年金の受給に必要な
期間に算入されます（ただし、年金額には反映されません）。
・10年以内であればあとから納めることができる追納制
度があります。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起
算して、3年度目以降に追納する場合、承認当時の保険
料に加算額が上乗せされます。

▼申請方法は？
・申請したい年度の4月1日以降に、下記のものをお持ちい
ただき、市役所または各支所で手続きをしてください。
【必ず必要なもの】学生証（在学証明書の原本でも可）　
【あればお持ちください】年金手帳または基礎年金番号通知書
※退職（失業）した方は、雇用保険受給資格者証・雇用保
険被保険者離職票・雇用保険資格喪失確認通知書等のう
ちいずれかの書類も必要です。
・学生納付特例制度は毎年申請が必要です。前年度申請
された方には、日本年金機構からハガキ形式の申請書が
郵送されます。必要事項を記入し返送してください。
※日本年金機構からハガキが届かない場合は、市役所ま
たは各支所で申請をしてください。
▼申請期限は？
申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請するこ
とができます。複数年度の申請を希望される場合は、複
数枚の申請書の提出が必要です。なお、申請が遅くなる
と、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害につ
いて、年金を受け取ることができなくなる可能性がありま
す。申請期限がまだ先の場合でも、万が一に備えお早め
に申請してください。
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